
京都市告示第   号 

市会の議決を経て，指定管理者を次のように指定しました。 

平成２６年１１月１１日 

                       京都市長 門川 大作   

公の施設の名称 指 定 管 理 者 指 定 期 間 

京都市京都駅八条口西自

転車駐車場及び京都市京

都駅八条口東自転車駐車

場 

京都市中京区両替町通御池上る龍池町４４９

番地の１ 

アーキエムズ・ＮＣＤ共同企業体 

平成２６年

１１月１日

から平成 

３１年３月

３１日まで 

（建設局自転車政策推進室） 

３８７


